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令和８年第２回教育委員会定例会 

 

日 時 令和８年１月２７日（火）        開会：午後３時 

                          閉会：午後３時４５分 
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      委 員 稲垣 百合恵 

      委 員 濱松 誠 
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欠 席 委 員 教育長職務代理者 吉村 潔 

 

出席理事者 教 育 次 長  米田 博 

            庶 務 課 長 舩木 秀樹 

      学 務 課 長 石井 健太郎 

      指 導 課 長   酒川 敬史 

      教育総合支援センター長 丸谷 大輔 
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事務局職員 庶 務 係 長  安藤 尚之 

書    記 田島 希望 

            

傍聴人数  なし 

 

そ の 他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を 

非公開とした。 

 

 

 



 -3- 

次第 

第 3号 議 案 幼稚園教育職員の任免等について（普通退職） 

報 告 事 項 1 令和７年度補正予算（最終）について 

報 告 事 項 2 品川区教育委員会情報セキュリティ基本方針の策定について 

報 告 事 項 3 令和８年度新入学 学校選択の希望申請理由に関する調査結果について 

報 告 事 項 4 区立学校におけるいじめの重大事態の発生について 

報 告 事 項 5 事務局職員の任免等について（休職） 

そ の 他  令和８年３月行事予定について 
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令和８年第２回教育委員会定例会 

令和８年１月２７日 

 

 

【教育長】  ただいまから、令和８年第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

 署名委員に稲垣委員、吉原委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 なお、吉村教育長職務代理者より本日の委員会に欠席の旨、連絡がありましたことをお

伝えいたします。 

 初めに会議の持ち方についてですが、日程第１、第３号議案、幼稚園教育職員の任免等

について（普通退職）、日程第２、報告事項５、事務局職員の任免等について（休職）、こ

れらの案件は人事に関する案件ですので、品川区教育委員会会議規則第１４条の規定に基

づき、非公開の会議といたしますが、御異議ありませんか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  異議なしと認め、本件については全ての日程の終了後に審議をいたします。 

 それでは、本日の議題に入ります。日程第２、報告事項１、令和７年度補正予算（最終）

について、本件は、区の事務事業に係る意思形成過程における案件ですが、事務局として

は、会議の扱いについてどのように考えますか。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  本件、議会の議決前ということもございます。政策形成過程にあるとい

うことから、非公開とすることが適切であると判断いたします。 

【教育長】  庶務課長から説明がありました。 

 本件は、品川区教育委員会会議規則第１４条の規定に基づき、非公開の会議とし、会議

日程を変更して、全ての会議の終了後に会議を開くことといたしますが、御異議ありませ

んか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  異議なしと認め、本件についてはそのように決定しました。 

 次に、日程第２、報告事項２、品川区教育委員会情報セキュリティ基本方針の策定につ

いて、説明をお願いします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、報告事項２、品川区教育委員会情報セキュリティ基本方針の

策定について、御報告いたします。 

 資料３をお願いいたします。２０２４年６月に成立いたしました改正地方自治法により

まして、全ての地方公共団体に、サイバーセキュリティ確保の方針策定と公表が義務化さ

れ、本年２０２６年４月までに総務省のガイドラインに基づき組織的な対策強化と情報シ

ステム利用の適正化が求められております。 

 このことにつきまして、区の情報セキュリティ基本方針に準じまして、品川区教育委員

会情報セキュリティ基本方針を定めました。 

 目的は、教育委員会が保有する情報資産の機密性等を維持するため、区と連携して実施

する情報セキュリティ対策の基本事項を定めるものでございます。適用範囲は教育委員会

事務局の各課、区立学校が対象となります。また、ネットワーク、情報システム関連文書
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等の情報資産全般が適用範囲となります。対象となる脅威は、サイバー攻撃や内部の不正、

インフラ障害等を想定しております。 

 主な対策といたしまして、ＬＧＷＡＮ接続系、インターネット接続系、学習系の３段階

に分けた対策を行い、物理的、人的、技術的対策の実施、また、委託事業者や外部サービ

ス利用時のセキュリティ確保、定期的な監査と自己点検の実施と定めております。 

 特に学習系の項目におきましては、児童生徒の発達段階に応じた情報リテラシー教育を

実施するとともに、必要とされるフィルタリング等の技術的対策を講じ、安全な学習環境

を確保することなどについて明記をしております。 

 本基本方針は、区教育委員会の全ての職員等に対し方針の遵守を義務づけており、教育

委員会における情報セキュリティ対策を強化し、安全かつ効率的な情報システムの運用を

目指してまいります。 

 説明は以上です。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。ちょっと聞き逃したところがあったり、データ

を認識していなかったりしてすみません。 

 機密性は大事だと思いますし、しっかりやっていってほしいなと思います。例えば標的

型のメールとか、ＵＳＢとかの持ち出しとかたまにニュースでも出ますけれども、これま

での品川区の学校現場や教育委員会事務局等で、何かそういうことが起こったのか。例え

ば、去年はどうだったか、３年前、５年前どうだったか、具体的な内容があったのかと、

その対策は、もともとどういうふうに、それまではしていたのかということを教えてもら

えますか。 

【教育長】  庶務課長。 

【庶務課長】  情報漏洩の具体的な内容はございません。個別に不審と思われるメール

等を確認した場合には、区の情報推進担当にすぐに連絡を行い適切な指示を受けることが

基本になっておりますので、区の取扱いの規定に準じる形で、区の教育委員会も、情報セ

キュリティ対策を進めてきているというところでございます。 

 以上です。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。 

 もう１点、念のために聞きたいのですが、児童・生徒が何か小学校・中学校で使うこと

で、児童・生徒の端末から外部に情報が流出したとか、何かなったということは、これま

でありますでしょうか。 

【教育長】  それはネットワークへの攻撃によってとか、そういう意味合いですか。 

【濱松委員】  ごめんなさい、攻撃とかではなくて、子どもたちがデジタルデバイスを

使ったり、自分のもの以外のデジタルデバイスを使ったりして、何かやってはいけないこ

とをしたことにより世の中に出てしまったみたいなことはありますか。 

【教育長】  学校で使っている１人１台端末からという意味の御質問でしょうか。 

【濱松委員】  はい、そういう意味です。 

【教育長】  学務課長。 
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【学務課長】  生徒が使う１人１台端末なのですけれども、インターネットそのものに

はつながってはいるのですが、いわゆる例えばメールとかで外部と通信できないようにな

っております。ゆえに、その端末内にあるものから外部のほうに漏れるというふうなこと

は極めて考えにくい状況にあるという状況です。ただ、生徒間のトラブルとか私物を使っ

てというような話になってしまうと、ちょっと話は別になるのですけれども、少なくとも

現在支給のものに関しては、そういったセキュリティ対策が施されます。 

【教育長】  ほかにはございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

 セキュリティ対策とかは、子どもが使うｉＰａｄに関しても、いろいろしっかりフィル

タリングも入っているとは思うのですけれども、やはりここにもあるようにリテラシー教

育の面で、子どもたち同士で勝手に人のｉＰａｄにログインしていたりとかということも

あるので、そういったリテラシーの教育はこれからもどんどんしっかり時代の進度に合わ

せて、適切なものをしっかりしていただければなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにございますか。 

 では、品川区教育委員会情報セキュリティ基本方針の策定については、よろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第２、報告事項３、令和８年度新入学学校選択の希望申請理由に関する調査

結果について、説明をお願いします。 

 学務課長。 

【学務課長】  それでは、私から、令和８年度新入学学校選択の希望申請理由に関する

調査結果について、御説明申し上げます。 

 資料はＰＤＦ９ページから教育委員会資料４を御覧くださいませ。 

 まず、本調査の目的でございますけれども、学校選択を利用した保護者の申請理由を調

査することで、学校選択の希望の状況や傾向を把握し、今後の学校運営の改善につなげる

ことを目的としております。 

 調査対象は、令和８年度に新入学となる児童・生徒の保護者のうち、学校選択を希望し

た方になります。 

 調査の実施方法につきまして、こちら令和６年度入学分より学校選択の希望申請自体を

電子申請にしたことに伴い、アンケート回答方式につきましても、電子申請サービスのア

ンケートを使った回答方式を取っております。アンケートの選択肢につきましてはＰＤＦ

の１０ページに記載をしてございますので、後ほど御覧くださいませ。 

 ＰＤＦ資料９ページに戻りまして、対象者数及び回答数でございますけれども、表に記

載のとおりであり、小学校につきましては、６１７名中９２件、中学校につきましては、

４９５名中８３件の回答がございました。 

 結果の概要につきましては、表に記載のとおりですけれども、小学校につきましては、

１位の「学校の教育活動に魅力がある」、２位が「学校が近く通学しやすい」、３位が「学
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校の施設・設備が新しい」の順となっており、中学校につきましては、１位が「友人関係

による希望」、２位が「学校の教育活動に魅力がある」、「クラブ活動の状況」など。そして

３位が「学校が近く通学しやすい」というふうな順になっております。小学校、中学校と

もに「学校の教育活動に魅力がある」「学校が近く通学しやすい」というふうな項目が上位

に入っております。小学校では学校の教育活動や学校の施設が重視され、中学校では友人

関係や部活動が重視されているというふうに見ることができます。 

 なお、アンケートの内容につきまして、ＰＤＦの１１ページに棒グラフで記載をしてお

ります。なお、１１ページの資料なのですけれども、棒グラフで書いております件数の中

で、括弧書きで書いてあるものがあります。例えば、小学校・義務教育学校の「学校の教

育活動に魅力がある」、これは令和８年度入学に関して１位のものが、令和７年度、昨年度

取ったアンケートでは２位の項目であったというふうなことを意味してございます。 

 私からの説明は以上です。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。 

 稲垣委員。 

【稲垣委員】  ありがとうございます。 

 これは、去年もたしか言っていたのですけれども、どこの学校かは多分結びついてはい

ないのですよね。なので、一つはできればこのアンケートを取るときに、どこの学校を選

択した方がどの理由で選ばれたというのが見られると、今回どちらも「学校の教育活動に

魅力がある」と選んでくださっている方が多くて、これは多分学校選択制を最初に始めた

ときに、魅力で競争しようみたいなところがあったと思うので、それがちゃんと生きてい

るのではないかなという気がします。そのため、この魅力があると評価された学校がどこ

なのかは知れたらいいのではないかなということが一つと、あと、回答率がやはりすごく

低いので、アンケートの作り方として学校の申し込んだときに、最後にアンケートについ

て、必須ではないにしろ、フォームの中に一緒に入れてあげるとかして、もうちょっと回

答率を増やしていただけると、もっといろいろなことが見えてくるかなという気がするの

で、その辺を御検討いただければなと思います。 

 以上です。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  アンケートは学校選択制の申請と同様、電子申請システムを使っており

ます。従って、細かいところまで実施するのは技術上なかなか難しいという点は課題とし

て捉えています。学校選択の申請の中にアンケートを組み込む案も考えましたが、そうす

ると、アンケート入力は行ったものの、申請自体を最後まで終えない人が出てくるのでは

ないかという懸念もありまして、引き続き検討すべき課題であると思っております。 

【稲垣委員】  ぜひ、調整していただけると助かります。 

 以上です。 

【教育長】  ほかにありますか。 

 濱松委員。 

【濱松委員】  御説明ありがとうございました。 

 稲垣さんがおっしゃったこと、まさにそのとおりで、これは私も重複しますけれども、

言っておきたいのは、やはり回答率が低いと、これは回答した人の声も届いているのか、
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となりますし、学校現場や事務局や行政のほうも、回答率が１５.７％だと…、みたいな、

もったいないことになります。加えて、御承知のとおり、品川区として、このアンケート

まで取ってやっているということは、やはり力を入れているし、我々の当時改革の思いも

あるということで、工夫次第で回答数増加はできると思うので、もし１年に１回とかだと

忘れてしまって、去年１５.７か、来年１７％いや２％の増加じゃあかんよということだか

ら、やっぱりこれはどうにかして、５０％を超えるぐらいの回答率を、ぜひ目指してやっ

てほしいと思います。それが１点目。 

 ２つ目が一旦質問なのですけれども、これは教育活動の魅力と書かれていると思って、

非常にこれが１位になることとか、よりいろいろな授業や教育が魅力的だというのはいい

のですけれども、この中身というのは今取っておられるのでしょうか。質問です。 

【教育長】  学務課長。 

【学務課長】  このアンケートの中で、細かいところまで突っ込んで、例えば、どうい

う教育が魅力だとかというようなところまでは、現状取っておりません。回答率を上げる

ための工夫としては、１年後の電子申請サービスで電子申請後、その後に送信される受付

を行った旨の自動返信メールにアンケートＵＲＬを張り、回答を促すことものも一つであ

ると思っています。電子申請サービス自体の仕様には一定程度限界があるものの、工夫を

することによって、少しでも回答率を上げられるよう検討しているところです。 

【教育長】  濱松委員。 

【濱松委員】  ありがとうございます。 

 私も民間出身で、このアンケートや、現場の声、お客様の声、これは基本的にはアンケ

ートが最もいいので、稲垣さんもでしょうし、私も思いを持って言っています。なので、

次はじゃあ、数の話と中身をどうしていくかという話があると思うのです。 

 ２つ提案があって、１つは、教育活動に魅力があるというのをどこまで細かくやるかの

問題はあるにしても、例えば、探求の授業、市民科なり探求の授業なのか、英語なのか。

ＩＣＴ等の丸々何々なのかと、今言っただけでも３つありますと。それが重複したり重な

ったりあると思うのですけれども、一旦そこまで細かくやっておいたほうが、後で聞くと

きに、これは学校の教育活動といっても、所管が教育総合センター等ではなく学務課だっ

た、という話になる可能性があるので、できるだけそのぐらいまでは聞いておくと、じゃ

あほかの学校もまねしてみようとか、何かで発表するときにも、実績として出ているから、

こうなりましたという、重なりも出てくると思う。つながりも出てくると思います。とい

うのが１点目。 

 もう１点は、これは稲垣さんが言われたのはそのとおりで、私もそこに乗っかるのです

けれども、やはり、どこの学校がそうなったという状況の把握もしないと、私の認識と解

釈では、学校選択制は格差を生むものではなくて、仮にＡ校やＢ校がよかったら、Ｃ校、

Ｄ校は、ある意味、それを転用してまねすればいいし、独自性を出していけばいいという、

こういうある種のきっかけだと思います。 

 そのときに、アンケートで、こういう数字が出ていますというのを引導として出すので

はなくて、あくまでも参考としてこういう声がありますよというのを、細かく学校教育の

中身と、学校がやはりひもづいたほうが、どこまで公開するかは置いておいていいと思い

ます。なので、それがあるというのは、もうアンケートはここでしか取れないものだと仮
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にすると、そこは大きいのではないかなと思って、ここは非常に大事なところかなと思い

ますので、２つ提案でした。 

【教育長】  今２人からの意見を伺っているのは、アンケートの回答率を上げたほうが、

正確な数字が出るのではないかというお話が一つあります。これに関しては、確かに御指

摘のとおりのところはありますし、以前紙でやっていた時代はもっと高いアンケート回答

率があって、手法についてはいろいろ検討をしていく必要性はあると思います。 

 あと、２つ目の学校が分かるようにとか、選んだ理由がなぜかということを詳細にとい

うのは、これは選択した学校に限ったものではなく、自分の行く学校がどういう学校かと

いうことも含めての話になってきます。そこまで入学の段階で、教育委員会のほうで調査

をする必要性があるのかどうかというところも含めて、教育委員会の事務局の中でも議論

をさせていただければいいなと思いますので、よろしいでしょうか。 

 では、ほかにはありますか。 

 では、令和８年度新入学学校選択の希望申請理由に関する調査結果については、よろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件は了承いたします。 

 次に、日程第２、報告事項４、区立学校におけるいじめの重大事態の発生について、本

件は、区の事務事業に係る意思形成過程における案件ですが、事務局としては、会議の扱

いについてどのように考えますか。 

 教育総合支援センター長。 

【教育総合支援センター長】  区立学校におけるいじめの重大事態の発生についてにつ

きましては、内容に個人情報が含まれており、個別のいじめ事案に関する協議、報告の場

でもあります。したがいまして、公正または適正な意思決定を確保する観点から非公開の

会議とすることが適切であると判断いたします。 

【教育長】  教育総合支援センター長から説明がありました。 

 本件は、品川区教育委員会会議規則第１４条の規定に基づき、非公開の会議とし、会議

日程を変更して、全ての会議の終了後に会議を開くことといたしますが、異議ありません

か。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  それでは、そのようにいたします。 

 次に、日程第３、その他、令和８年３月行事予定について、説明をお願いします。 

 庶務課長。 

【庶務課長】  それでは、令和８年３月の行事予定について御説明いたします。 

 ３月の予定につきましては、３月１９日木曜日１０時から中学校・義務教育学校の卒業

式が予定されております。 

 また、３月２４日火曜日には１０時から小学校の卒業式が予定されております。２４日

につきましては、この小学校の卒業式終了後、引き続き、午後１３時から、教育委員会の

定例会が予定されておりますので、御予定につきまして、よろしくお願い申し上げます。 

 説明は以上です。 

【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。 
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 では、令和８年３月行事予定については、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【教育長】  では、本件は了承いたします。 

 続いて、非公開の会議を開きます。 

 

―― 了 ―― 


